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福島第一原発事故に伴う避難区域には、まだ多数の動物が取り残されており、

救出活動を行っているボランティアによれば、その数はいまだ数千頭にのぼると

見られています。

現在まで多数の人々が救出に努力して来ましたが、政府や公的機関による救出

は遅々として進まず、むしろ政府や行政の規制が民間の救出活動を大きくを阻害

し、結果、夥しい数の命が失われて現在に至っています。

動物の愛護及び管理に関する法律（以下動物愛護法という）が掲げる命あるも

の（第二条）を尊ぶ私達は、一刻も早い全動物の救出と、救出された動物に対す

る長期的な保護体制の確立を求め、以下の各項目を強く要請致します。

１．黄色いリボン活動を更に広げた民間参加の活動で全動物の完全救出を目指す事

未救出の動物を残したまま救出活動を先送りする事は、動物愛護法が定める生

命尊重の理念を害するばかりか、原発事故被害者に更なる被害を与える事になる。

2011年に実施された「黄色いリボン」による民間活動をさらに広げた、広範な

民間協力による、本当に成果の上がる救出活動を実施せよ。

活動に期限を設けず、全動物を救出し尽くしたと判断されるまで、民間ボラン

ティアの警戒区域立入を保証せよ。警察や行政は、命の救出を阻害する形ではな

く、支援する形で民間に接し、必要に応じ協働せよ。

２．行政による動物保護活動について

ア）民間と協力しつつ、動物を馴らす期間等も考慮した長期的保護プログラム

を策定し、間断なく実施せよ。

イ）保護対象は動物愛護法第４４条第４項の「愛護動物」全てとせよ。

首輪がない犬猫、人間を恐れたり威嚇したりする犬猫、人が去った後に生

まれた犬猫等はもとより、愛玩目的ではない家畜等も等しく法が守る「愛

護動物」である。

ウ）家畜については、産業としての酪農畜産は農水省の担当だが、保護につい

ては環境省の担当である。環境省主導の保護体制を確立せよ。

１．長期的保護体制の確立について

ア）飼い主への返還、あるいは新たな飼い主への譲渡が決まるまで責任を持ち

続けられる長期的保護体制と､被災動物保護が終了した後も活用していける

恒久的保護施設（シェルター）を確立せよ。

イ）シェルターには行政職員たる獣医師の他、犬猫の臨床に経験有る獣医師、

犬猫の習性や健康管理に習熟した飼育担当者を配置せよ。この為にも民間

ボランティアを積極活用せよ。

ウ）飼い主が飼養放棄した動物や、飼い主不明の動物を譲渡していく活動にも、

民間ボランティアを積極活用せよ。民間ボランティアの多くは従来からの

経験に加えて震災発生から現在までの活動を通じ、動物の馴致、トライア

ル（正式譲渡に先立って行われる短期間の試験的飼養）、新たな飼い主への

教育等についても習熟している。

エ）民間が設置する動物保護シェルターにも公的補助を行い､行政に保護された

動物にも民間に保護された動物にも、分け隔てのない手厚い保護を与えよ。

４．一切の殺処分の中止

ア）保護地点が警戒区域の内か外かを問わず、全ての動物を殺処分の対象とし

ない事。期間の経過により保護体制に変化が生じても、殺処分無き保護を

貫く事。これを政府及び行政の責任において明言、周知せよ。

イ）家畜殺処分が強制でなくなった現在、環境省は生命尊重の主管省として、

生き残る家畜を生かす取り組みへの支援と、殺処分をしなくて済む環境作

りに努力せよ。

私達は何よりも尊い命を尊ぶ見地から、これらの速やかな実施を極めて強く要求

いたします。

以上
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*提出年月日を忘れずにご記入下さい。
*記入には、ボールペンなど、消えない筆記具を用いて下さい。
*押印は、氏名が自筆でない場合にお願いします。
*五人連記出来るようになっていますが、お一人のみでもご提出頂けます。
*本要請書は、各自で下記要請先まで送付して下さい。

〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館

環境省自然環境局総務課動物愛護管理室


